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 解 説  

 

１．各種規制 

(1) 業種規制 

華僑および外国人が台湾に投資を行う際には、「華僑・外国人投資ネガティブリ

スト」に記載されている規制業種に該当するか否かについて予め確認しておく必要

がありますが、小売業は該当していません。 

（参考）台湾経済部投資審議委員会「華僑・外国人投資ネガティブリスト」 

https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000176 

 

(2) 出資比率にかかる規制 

「華僑・外国人投資ネガティブリスト」に記載されていない業種について、基本

的に外国企業の出資比率にかかる規制はありません（一部の業種を除く）。そのた

め小売業については、外資出資比率 100％での設立が可能です。ただし、有線ラジ

オ・テレビ経営業（有線ラジオ・テレビ法）、衛星ラジオ・テレビ経営業（衛星ラ

ジオ・テレビ法）および電気通信業（電気通信法）については、出資比率にかかる

規制が設けられています。各業種の出資比率の詳細については、台湾経済部投資審

議委員会に確認する必要があります。 

 

(3) 最低資本金にかかる規制 

最低資本金にかかる規制はありませんが、台湾で現地法人を設立する場合、登記

から 30 日以内に、公認会計士が確認・証明した監査報告を提出する必要がありま

す。その際に、現地法人設立のコストに対して、資本金額が適切に設定されている

ことを証明する必要があります。想定されるコストとしては、人件費、店舗スペー

スの賃料、商品の輸送費および公共料金（電気、水道、ガス）、日本人駐在員を派 

Ｑ． 

 台湾で土産物店を開設することを検討していますが、各種規制や留意点につ

いて教えてください。（小売業） 

 

Ａ. 

 台湾で土産物店を開設し、現地で営業活動を行う場合、現地法人として進出

する必要があります。なお、小売業は外国人による投資の規制対象業種となっ

ていないため、日本企業 100％出資による土産物店の設立が可能です。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000176
https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/40_Taiwan_Souvenir.pdf

